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高齢者等への対応に関する主な取組み

後見制度支援預貯金・後見制度支援信託等導入状況調査

 令和元年５月に「成年後見制度利用促進基本計画」、令和元年６月に「認知症施策推進大綱」において、「全
預金取扱金融機関の個人預貯金残高に占める支援預貯金又は支援信託を導入済とする金融機関の個人預貯
金残高の割合（以下「導入割合」という。）：50％（令和３年度末）」をKPIとして設定

 令和２年３月末時点の導入状況を調査した結果、導入割合が約56％とＫＰＩを達成していることを確認。また、
令和４年３月末時点の導入割合は約6９％と、継続して増加していることを確認し、いずれの調査結果を金融庁
ＨＰにて公表
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高齢者等への対応に関する主な取組み（続き）

全国銀行協会 「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係
機関等との連携強化に関する考え方」（令和３年２月18日公表）

 金融審議会市場ワーキング・グループ報告書（令和２年８月公表）等を踏まえ、高齢顧客の課題やニーズへの対
応を強化・改善するため、金融業務のあり方について、全国銀行協会を含めた業界の取組み等を支援

 全国銀行協会において、認知判断の力の低下した顧客等の支援を目的として、「金融取引の代理等に関する考え
方」を公表

２

Ⅰ．金融取引の代理等に関する考え方

１．銀行界を取り巻く現状（代理取引の課題）

２．状況別の対応の考え方

Ⅱ．銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化

に関する考え方

（1）地域における社会福祉関係機関

（2）社会福祉関係機関等との連携

（3）個人情報保護法上の留意点

全銀協「金融取引の代理等に関する考え方」構成



高齢者等への対応に関する主な取組み（続き）

全国銀行協会
「不測の事態における預金の払出しに関する考え方について」（令和４年５月16日公表）

 全国銀行協会において、預金者に突然の病気や事故等の不測の事態が生じた場合の親族等代理人による預金の
払出しに係る判断のポイント等を整理し、考え方として公表
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Ⅰ．はじめに

Ⅱ．状況・場面設定

Ⅲ．判断のポイント

１．預金者本人の状態の確認方法

２．依頼人の範囲

３．対象預金の範囲

４．資金使途の範囲

５．金額上限・回数上限の設定

６．出金方法

７．払出しに応ずる期間に対する考え方とその他制度への引継ぎ

全銀協「不測の事態における預金の払出しに関する考え方」構成



（ご参考）支援信託及び支援預貯金のスキーム

後見制度支援預貯金

◆ 被後見人の金銭を大口預貯金口座と小口預貯金
口座において管理。

◆ 日常生活に用いる資金は、大口預貯金口座から
小口預貯金口座へ定期送金。

◆ 以下の取引では、家庭裁判所の指示書が必要。
・支援預貯金契約時（口座開設時）
・定期送金額の設定時
・大口預貯金口座からの出金時 等

後見制度支援信託

◆ 被後見人の金銭を信託銀行等の信託財産におい
て管理。

◆ 日常生活に用いる資金は、信託財産から被後見
人の銀行口座に定期交付。

◆ 以下の取引では、家庭裁判所の指示書が必要。
・支援信託契約時
・定期交付額の設定時
・信託財産からの出金時 等

指示書を提示

家庭裁判所

指示書
発行依頼

大口資金の出金

指示書
発行

金融機関

預貯金契約
（口座開設）

【小口預貯金口座】
被後見人名義 定期送金

（日常生活に必要な資金）

【大口預貯金口座】
被後見人名義

被後見人
（後見人）

指示書を提示

家庭裁判所

指示書
発行依頼

一時金支払

指示書
発行

【預貯金口座】
被後見人名義 定期交付

（日常生活に必要な資金）

【信託財産】
被後見人名義

信託銀行等

信託契約

被後見人
（後見人）
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